
平成１６年の一連の風水害等では、犠牲者の半数以上が高齢者

有識者からなる検討会を立ち上げ、避難準備情報の創設、災害時要援護者情報の収集・共有、
避難支援プランの作成等を柱とするガイドラインを作成

平成17年度は、避難所における要援護者への配慮や関係機関等の間での情報共有・連携強化
等の観点からガイドラインを改訂し、内容を充実。

｢福祉と防災との連携の確保」を主要テーマとして検討会を設置。

要援護者情報の共有や福祉避難所の活用など先進事例等の調査・分析を行い、取組にあたって
の重要ポイントについて具体的な方策を提示。

ガイドライン及び平成１８年度検討会の成果を踏まえ、市町村の取組を促進するために普及
啓発事業を実施。

○避難支援対策に係るシンポジウムの開催
　能登半島地震の被災地（石川県輪島市）と東京都でシンポジウムを開催。
○普及啓発ビデオの作成

災害時要援護
者の避難支援
ガイドライン

災害時要援護者対策の
進め方について

避難勧告等の
判断・伝達マニ
ュアル作成ガイ
ドライン

平成16・１７年度

平成18年度

平成19年度

○全国キャラバンの展開
自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指して、災害時要援護者対策の一層の促進を図るため、全
国各ブロックにおいて全国キャラバンを展開。

目的：災害時要援護者対策の啓発とこれを担う人材の育成
対象：実務に携わる地方公共団体の職員・民生委員・自主防災組織・ボランティア等
内容：有識者による講演・ガイドライン等の解説・先進的な取組み事例の発表・避難支援
         プランモデル計画の説明等

平成20年度（予定）

ちゅうちょ

ろうえい
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Ⅰ．災害時要援護者対策とは

シンポジウムの目的

　災害時要援護者対策は、地域において、高齢者や障害者など災害時の避難にあたって支援が必要
となる人を特定し、その一人ひとりについて、誰が支援してどこの避難所等に避難させるかを定める
「避難支援プラン」を策定することを主眼とした取組です。
　また、このプランの策定やこれに基づく訓練等の過程を通じて、いわゆる自助、共助を基本としな
がら、地域ぐるみで防災体制を話し合い、避難支援や避難所での支援の仕組みを構築していくもので
もあります。

　必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から
自らを守るために安全な場所に避難するなどの災
害時の一連の行動をとるのに支援を要する方々
（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等）です。

Ⅱ．政府の取り組み

Ⅰ 災害時要援護者とは

Ⅲ．災害時要援護者対策の進め方について　　　～避難支援ガイドラインのポイントと対応方策～

　情報共有化等による福祉関係者との連携強化
平常時から福祉関係者と要援護者について議論する場を

持ち、災害時の役割や情報伝達体制を定めておきましょう。

Ⅱ 平常時からの福祉関係者との連携

　防災関係部局と福祉関係部局との連携
災害時要援護者支援班の設置は、市町村における

支援体制を確立するための第一歩です。

　市町村が行う要援護者対策に対する都道府県の
　支援・協力

市町村や関係機関等を交えた検討会や研修会の
実施、先進的な取組事例の紹介、モデルプランの作成
等の支援が望まれます。

Ⅰ 災害時要援護者支援班の設置による部局間の連携

　ここ数年の災害においては、死者の大半が65歳以上の高齢者
となっているなど災害時要援護者についての対策は、災害時に
おいて人的被害を少なくしていくための重要課題です。

Ⅱ 災害時要援護者対策の重要性

①要援護者の特定
地域において、災害時の避難にあたって

支援が必要となる方々を特定します。

②要援護者情報の収集・共有
市町村の防災部局と福祉部局のみならず、直接

避難支援に携わる自主防災組織、民生委員等にお
いて、要援護者に関する情報を共有します。

③避難支援プランの策定
一人ひとりの要援護者に対して、災害時に誰が

支援してどこの避難所等に避難させるかなどを定
める「避難支援プラン」を策定します。

Ⅲ 市町村における取組の主な手順

　支援すべき要援護者の優先度の検討
支援対象者は、① 支援の必要性、② 家族・地域の支援力、③ 居住地の災害への脆弱性といっ

た３つの視点から検討しましょう。

Ⅳ 要援護者の範囲の決定

　日常の活動を通じた地域防災力の強化
研修会などを通じて地域の要援護者支援に関する人材を育成しましょう。

　ワークショップや訓練を通じた地域防災力の強化
地域住民も参加して要援護者搬送訓練などを実施しましょう。

Ⅵ 住民等と連携した地域防災力の強化

　個人情報保護条例の規定をもとにした関係機関共有方式の積極的活用
目的外利用・第三者提供が可能とされる個人情報保護条例の規定をもとに、関係機関等との

要援護者情報の共有を積極的に進めることが望まれます。

　行政内部における情報共有
要援護者情報が外部に漏洩などすることのないよう情報の管理・更新方法を検討しましょう。

　行政外の関係機関等との情報共有と守秘義務の確保
行政外の関係機関等に提供する際には、誓約書などにより守秘義務を確保するとともに、住所

や氏名等の基本的な情報の提供にとどめることが適切です。

　要援護者情報の活用方策の検討
避難支援プラン作成の際、同意が得られない要援護者については、情報を行政内部のみで共有

し、活用しましょう。

Ⅴ 関係機関共有方式による要援護者情報の共有

　福祉避難所の設置に係る事前準備
平常時から、社会福祉施設等と協議し、災害時における福祉避難所としての活用について協定

を締結しておくことが望まれます。

　発災時における福祉避難所での対応
発災時には、福祉避難所をできる限り早期に開設し、要援護者に対する適切な支援を実施しましょう。

Ⅶ 福祉避難所の設置・活用による支援

　地域特性を踏まえた避難準備情報等の
　判断基準の設定

ハザードマップを作成するとともに、地域の
実情を加味して避難準備情報等の具体的な判
断基準の設定が必要です。

　早期の避難準備情報等の発令と適切な
　伝達手段の確立

適切なタイミングで躊躇することなく避難準
備情報等を発令する必要があります。

　地域住民への避難準備情報等の適切な周知
ハザードマップの配布等を通じて、要援護者

や支援者に対して避難準備情報等の意味の周
知が必要です。

Ⅲ 避難準備情報等の発令の判断基準の設定
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シンポジウム会場地図

◆主催者あいさつ
　　　泉 信也 （防災担当大臣） 　＜予定＞
◆講演
　　「平成１９年新潟県中越沖地震における災害時要援護者への対応について」
　　　　　　　田村圭子 （新潟大学災害復興科学センター准教授）　※パネラー兼任
◆パネルディスカッション 
　●テーマ 「新潟県中越沖地震における対応、個人情報保護との関係」
　●コーディネーター
　　　　　　　田中 淳 （東洋大学社会学部教授）
　●パネラー
　　　○国の取組
　　　　　　　上杉　耕二 （内閣府防災担当参事官）
　　　○新潟県中越沖地震での対応
　　　　　　　石上　和男 （新潟県福祉保健部副部長）
　　　○ボランティアの取組み
　　　　　　　栗田　暢之 （レスキューストックヤード代表理事）
　　　○渋谷区の取組み
　　　　　　　中島　利明 （渋谷区危機管理対策部防災課地域防災主査）

◇日　時：２００8年3月6日（木） １３：００～１7：0０
◇会　場：中央合同庁舎５号館２階講堂（千代田区霞が関１－２－２）
　　　　　ＴＥＬ：03－3501－5695（内閣府防災担当）
◇参加費：無料
◇定　員：5００名
※入館の際には身分証の提示をお願いいたします。

シンポジウムプログラム

参加申し込みの方法

　氏名、所属（勤務先名称）、住所、連絡先電話番号を記
入の上、下記担当にお送りください。Ｅメールでも受
け付けております。
　なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
　参加者には参加票を後日郵送させていただきます。

<参加申し込み先>
みずほ情報総研株式会社　
社会経済コンサルティング部
「災害時要援護者対策に関するシンポジウム」担当
TEL：03－5281－5404／FAX：03－5281－5443

Ｅ－mail：youengo＠mizuho-ir.co.jp

◆2月29日(金)必着
◆下記ホームページからも参加申し込みが可能です。
　http://www.mizuho-ir.co.jp

主催：内閣府
後援 ：総務省消防庁、厚生労働省、国土交通省

　昨年7月に発生した新潟県中越沖地震においても多くの高齢者が被災しましたが、災害時

において、人命を守っていくためには、高齢者などのいわゆる災害時要援護者への対策を講

じていくことが防災行政上の喫緊の課題となっています。このため内閣府では、「災害時要

援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年3月改訂）を示し、全国の市区町村において、避

難支援プランの策定などの取組を進めていただいているところです。

　このシンポジウムは、こうした市区町村を中心とした災害時要援護者の避難支援対策の

取組の促進を図るため、昨年10月の石川県での開催に引き続き、今年度2回目のシンポジウ

ムを東京都で開催するものです。

　災害時要援護者対策については、政府が、昨年暮れにとりまとめた「自然災害の「犠牲者ゼ

ロ」を目指すために早急に取り組むべき施策」の中においても重要な施策として位置づけら

れ、平成21年度までを目途に、市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組方針

を明らかにした避難支援プランの全体計画などが策定されるよう促進することとされたと

ころです。

　今回のシンポジウムでは、このような状況も踏まえ、先の新潟県中越沖地震における対応

を検証し、課題や教訓を広く共有していただくとともに、現場での取組において大きな課題

となっている個人情報保護との関係について、より理解を深めていただくことに焦点を当

てて開催することとしています。

（避難ができない高齢者なども逃げられるように）

○　災害時要援護者の避難支援対策の促進

→国による市町村モデル計画の策定や全国キャラバンの展開等を通じ、平成21年度ま

でを目途に、市町村において要援護者情報の収集・共有等を円滑に進めるための避難

支援プランの全体計画などが策定されるよう促進し、災害時要援護者が安全に避難

する体制を確立する。

（参考）自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すために早急に取り組むべき施策
～抜粋～



平成１６年の一連の風水害等では、犠牲者の半数以上が高齢者

有識者からなる検討会を立ち上げ、避難準備情報の創設、災害時要援護者情報の収集・共有、
避難支援プランの作成等を柱とするガイドラインを作成

平成17年度は、避難所における要援護者への配慮や関係機関等の間での情報共有・連携強化
等の観点からガイドラインを改訂し、内容を充実。

｢福祉と防災との連携の確保」を主要テーマとして検討会を設置。

要援護者情報の共有や福祉避難所の活用など先進事例等の調査・分析を行い、取組にあたって
の重要ポイントについて具体的な方策を提示。

ガイドライン及び平成１８年度検討会の成果を踏まえ、市町村の取組を促進するために普及
啓発事業を実施。

○避難支援対策に係るシンポジウムの開催
　能登半島地震の被災地（石川県輪島市）と東京都でシンポジウムを開催。
○普及啓発ビデオの作成

災害時要援護
者の避難支援
ガイドライン

災害時要援護者対策の
進め方について

避難勧告等の
判断・伝達マニ
ュアル作成ガイ
ドライン

平成16・１７年度

平成18年度

平成19年度

○全国キャラバンの展開
自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指して、災害時要援護者対策の一層の促進を図るため、全
国各ブロックにおいて全国キャラバンを展開。

目的：災害時要援護者対策の啓発とこれを担う人材の育成
対象：実務に携わる地方公共団体の職員・民生委員・自主防災組織・ボランティア等
内容：有識者による講演・ガイドライン等の解説・先進的な取組み事例の発表・避難支援
         プランモデル計画の説明等

平成20年度（予定）

ちゅうちょ

ろうえい

表1表4

Ⅰ．災害時要援護者対策とは

シンポジウムの目的

　災害時要援護者対策は、地域において、高齢者や障害者など災害時の避難にあたって支援が必要
となる人を特定し、その一人ひとりについて、誰が支援してどこの避難所等に避難させるかを定める
「避難支援プラン」を策定することを主眼とした取組です。
　また、このプランの策定やこれに基づく訓練等の過程を通じて、いわゆる自助、共助を基本としな
がら、地域ぐるみで防災体制を話し合い、避難支援や避難所での支援の仕組みを構築していくもので
もあります。

　必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から
自らを守るために安全な場所に避難するなどの災
害時の一連の行動をとるのに支援を要する方々
（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等）です。

Ⅱ．政府の取り組み

Ⅰ 災害時要援護者とは

Ⅲ．災害時要援護者対策の進め方について　　　～避難支援ガイドラインのポイントと対応方策～

　情報共有化等による福祉関係者との連携強化
平常時から福祉関係者と要援護者について議論する場を

持ち、災害時の役割や情報伝達体制を定めておきましょう。

Ⅱ 平常時からの福祉関係者との連携

　防災関係部局と福祉関係部局との連携
災害時要援護者支援班の設置は、市町村における

支援体制を確立するための第一歩です。

　市町村が行う要援護者対策に対する都道府県の
　支援・協力

市町村や関係機関等を交えた検討会や研修会の
実施、先進的な取組事例の紹介、モデルプランの作成
等の支援が望まれます。

Ⅰ 災害時要援護者支援班の設置による部局間の連携

　ここ数年の災害においては、死者の大半が65歳以上の高齢者
となっているなど災害時要援護者についての対策は、災害時に
おいて人的被害を少なくしていくための重要課題です。

Ⅱ 災害時要援護者対策の重要性

①要援護者の特定
地域において、災害時の避難にあたって

支援が必要となる方々を特定します。

②要援護者情報の収集・共有
市町村の防災部局と福祉部局のみならず、直接

避難支援に携わる自主防災組織、民生委員等にお
いて、要援護者に関する情報を共有します。

③避難支援プランの策定
一人ひとりの要援護者に対して、災害時に誰が

支援してどこの避難所等に避難させるかなどを定
める「避難支援プラン」を策定します。

Ⅲ 市町村における取組の主な手順

　支援すべき要援護者の優先度の検討
支援対象者は、① 支援の必要性、② 家族・地域の支援力、③ 居住地の災害への脆弱性といっ

た３つの視点から検討しましょう。

Ⅳ 要援護者の範囲の決定

　日常の活動を通じた地域防災力の強化
研修会などを通じて地域の要援護者支援に関する人材を育成しましょう。

　ワークショップや訓練を通じた地域防災力の強化
地域住民も参加して要援護者搬送訓練などを実施しましょう。

Ⅵ 住民等と連携した地域防災力の強化

　個人情報保護条例の規定をもとにした関係機関共有方式の積極的活用
目的外利用・第三者提供が可能とされる個人情報保護条例の規定をもとに、関係機関等との

要援護者情報の共有を積極的に進めることが望まれます。

　行政内部における情報共有
要援護者情報が外部に漏洩などすることのないよう情報の管理・更新方法を検討しましょう。

　行政外の関係機関等との情報共有と守秘義務の確保
行政外の関係機関等に提供する際には、誓約書などにより守秘義務を確保するとともに、住所

や氏名等の基本的な情報の提供にとどめることが適切です。

　要援護者情報の活用方策の検討
避難支援プラン作成の際、同意が得られない要援護者については、情報を行政内部のみで共有

し、活用しましょう。

Ⅴ 関係機関共有方式による要援護者情報の共有

　福祉避難所の設置に係る事前準備
平常時から、社会福祉施設等と協議し、災害時における福祉避難所としての活用について協定

を締結しておくことが望まれます。

　発災時における福祉避難所での対応
発災時には、福祉避難所をできる限り早期に開設し、要援護者に対する適切な支援を実施しましょう。

Ⅶ 福祉避難所の設置・活用による支援

　地域特性を踏まえた避難準備情報等の
　判断基準の設定

ハザードマップを作成するとともに、地域の
実情を加味して避難準備情報等の具体的な判
断基準の設定が必要です。

　早期の避難準備情報等の発令と適切な
　伝達手段の確立

適切なタイミングで躊躇することなく避難準
備情報等を発令する必要があります。

　地域住民への避難準備情報等の適切な周知
ハザードマップの配布等を通じて、要援護者

や支援者に対して避難準備情報等の意味の周
知が必要です。

Ⅲ 避難準備情報等の発令の判断基準の設定
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シンポジウム会場地図

◆主催者あいさつ
　　　泉 信也 （防災担当大臣） 　＜予定＞
◆講演
　　「平成１９年新潟県中越沖地震における災害時要援護者への対応について」
　　　　　　　田村圭子 （新潟大学災害復興科学センター准教授）　※パネラー兼任
◆パネルディスカッション 
　●テーマ 「新潟県中越沖地震における対応、個人情報保護との関係」
　●コーディネーター
　　　　　　　田中 淳 （東洋大学社会学部教授）
　●パネラー
　　　○国の取組
　　　　　　　上杉　耕二 （内閣府防災担当参事官）
　　　○新潟県中越沖地震での対応
　　　　　　　石上　和男 （新潟県福祉保健部副部長）
　　　○ボランティアの取組み
　　　　　　　栗田　暢之 （レスキューストックヤード代表理事）
　　　○渋谷区の取組み
　　　　　　　中島　利明 （渋谷区危機管理対策部防災課地域防災主査）

◇日　時：２００8年3月6日（木） １３：００～１7：0０
◇会　場：中央合同庁舎５号館２階講堂（千代田区霞が関１－２－２）
　　　　　ＴＥＬ：03－3501－5695（内閣府防災担当）
◇参加費：無料
◇定　員：5００名
※入館の際には身分証の提示をお願いいたします。

シンポジウムプログラム

参加申し込みの方法

　氏名、所属（勤務先名称）、住所、連絡先電話番号を記
入の上、下記担当にお送りください。Ｅメールでも受
け付けております。
　なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
　参加者には参加票を後日郵送させていただきます。

<参加申し込み先>
みずほ情報総研株式会社　
社会経済コンサルティング部
「災害時要援護者対策に関するシンポジウム」担当
TEL：03－5281－5404／FAX：03－5281－5443

Ｅ－mail：youengo＠mizuho-ir.co.jp

◆2月29日(金)必着
◆下記ホームページからも参加申し込みが可能です。
　http://www.mizuho-ir.co.jp

主催：内閣府
後援 ：総務省消防庁、厚生労働省、国土交通省

　昨年7月に発生した新潟県中越沖地震においても多くの高齢者が被災しましたが、災害時

において、人命を守っていくためには、高齢者などのいわゆる災害時要援護者への対策を講

じていくことが防災行政上の喫緊の課題となっています。このため内閣府では、「災害時要

援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年3月改訂）を示し、全国の市区町村において、避

難支援プランの策定などの取組を進めていただいているところです。

　このシンポジウムは、こうした市区町村を中心とした災害時要援護者の避難支援対策の

取組の促進を図るため、昨年10月の石川県での開催に引き続き、今年度2回目のシンポジウ

ムを東京都で開催するものです。

　災害時要援護者対策については、政府が、昨年暮れにとりまとめた「自然災害の「犠牲者ゼ

ロ」を目指すために早急に取り組むべき施策」の中においても重要な施策として位置づけら

れ、平成21年度までを目途に、市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組方針

を明らかにした避難支援プランの全体計画などが策定されるよう促進することとされたと

ころです。

　今回のシンポジウムでは、このような状況も踏まえ、先の新潟県中越沖地震における対応

を検証し、課題や教訓を広く共有していただくとともに、現場での取組において大きな課題

となっている個人情報保護との関係について、より理解を深めていただくことに焦点を当

てて開催することとしています。

（避難ができない高齢者なども逃げられるように）

○　災害時要援護者の避難支援対策の促進

→国による市町村モデル計画の策定や全国キャラバンの展開等を通じ、平成21年度ま

でを目途に、市町村において要援護者情報の収集・共有等を円滑に進めるための避難

支援プランの全体計画などが策定されるよう促進し、災害時要援護者が安全に避難

する体制を確立する。

（参考）自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すために早急に取り組むべき施策
～抜粋～


